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浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付要綱 

 

 第１章 総則 

（目的） 

第１条 市長は、都心に業務機能を集積させ、中心市街地の活性化及び雇用機会の拡大を図

るため、都心でオフィスを開設する企業に対し、その経費の一部について、浜松市都心オ

フィス進出支援事業費補助金（以下、「補助金」という。）を予算の範囲内において交付す

るものとし、その交付については、浜松市補助金交付規則（昭和５５年浜松市規則第１７

号。以下、「規則」という。）及びこの要綱の定めるところによる。 

 （対象外業種） 

第２条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者には、補助金を交付しないも

のとする。 

 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に

基づき、営業の許可又は届出を要する事業 

 (2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業 

 (3) 公序良俗に反する等市長が不適当と認める事業 

 (4) 浜松市暴力団排除条例（平成２４年浜松市条例第８１号）第２条第１号に規定する暴 

力団、同条例第２条第４号に規定する暴力団員等に該当する者が関わる事業 

 （補助金の種類） 

第３条 この要綱により定める補助金の種類は次のとおりとする。 

(1)浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金（賃料補助） 

(2)浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金（取得補助） 

（定義） 

第４条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 (1) 企業 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第９号に規定する普通法人をい

う。 

 (2) オフィス 事務所、営業所、研究所及びこれらに類するもの並びにこれらに付随した

施設をいう。 

(3) 一般オフィス 専ら企業が自らの事業に係る事務処理業務を行うための施設をいい、

小売店舗、飲食店、教室などの集客施設、倉庫、工場等を除く。 

(4) 大型オフィス 本社又はテレマーケティング関連事業その他本市の経済の活性化に

特に寄与する事業を行うための施設をいう。 

(5) オフィス部分 オフィスとして使用することを目的とした部分のことをいう。 

(6) 本社機能 主たる事務所その他の業務施設（調査及び企画部門、情報処理部門研究、

開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、情報サービス事業部門、商業事業部門
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の部、サービス事業部門の一部）が担う機能、研究所が担う研究開発の機能又は研修所

が担う育成の機能をいう。 

(7) 本社機能施設 本社機能が所在する施設をいう。 

 (8) 本社 登記上の本店若しくは本社機能を有するオフィスをいう。 

(9) テレマーケティング関連事業 通信及びコンピュータを利用して集約的に顧客サー

ビス又は顧客等のデータを管理する業務を行う事業をいう。 

(10) 取得 本社機能施設を建設又は購入により調達することをいう。 

(11) 事業開始日 オフィスの賃貸契約又は本社機能施設の取得が完了し、事業所を開設

した日をいう。 

(12) 常時雇用者 新設又は移転により本市対象区域内へ設置されたオフィスにおいて、

継続して１年以上雇用され、又は雇用されることが見込まれる者であって、雇用保険法

（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項に定める被保険者として雇用されている

者をいう。 

(13) 正社員 前号の雇用されている者のうち一般被保険者及び高齢継続被保険者をい

う。 

(14) 新規雇用従業員 新設又は移転により本市対象区域内へ設置されたオフィスにお

いて、事業開始日を含む、１年以内に新たに雇用し、雇用の日から 1 年以上経過した常

時雇用者をいう。 

(15) レンタルオフィス 事務処理業務に必要な設備（机、椅子等）を備えた個室を月極

で利用するオフィス形態をいう。 

(16) コワーキングスペース 事務処理業務を行うオープンな空間を他者と共有し、デス

クスペースを利用するオフィス形態をいう。  

(17) 建物賃借料 敷金、権利金その他これに類する費用を除いた直接オフィスの賃借 

に要する経費（消費税額及び地方消費税額を除く。）をいう。ただし、レンタルオフィ

スの場合は、オプション費用その他これに類する費用を除いた直接レンタルオフィス

の月毎利用に要する経費（消費税額及び地方消費税額を除く。）をいう。 
(18) 通信回線使用料 直接事業の用に供される専用回線の使用料、電話料金及びインタ

ーネット接続サービスの利用に係る経費（消費税額及び地方消費税額を除く。）をいう。 
(19) 事業所台帳ヘッダー２照会 雇用保険の適用事業所における過去３年間（処理日の

属する月の３年前の応答月の翌月から）の月別（被保険者の異動のない月を除く。）の

被保険者の異動状況及び各月末現在（被保険者の異動のない月を除く。）の被保険者数

について、公共職業安定所により紙媒体で出力されたものをいう。 

(20) 事業所別被保険者台帳照会 雇用保険の適用事業所における雇用保険被保険者の

加入状況のうち資格喪失者を含む全被保険者分について、公共職業安定所により紙媒

体で出力されたものをいう。  

(21) 関連企業等 次のいずれかに該当するものをいう。 
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 ア ５０％以上の株式を保有していること 

 イ 連結決算を行っていること 

 ウ 役員を送り込むなど支配関係にあると認められること 

 エ 経営者が同一であること 

 オ 親会社又は５０％以上の株式を保有する個人が同一であること 

 カ アからオまでに掲げる場合に類するものと認められること 

（対象区域） 

第５条 この要綱において、対象となる区域は、浜松市中心市街地活性化基本計画で定めた

別図の区域をいう。 

 第２章 浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金（賃料補助） 

 （補助対象者） 

第６条 補助金の交付対象となる企業（以下「補助対象者」という。）は、対象区域内で新

たにオフィスを開設し、事業を営む者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場

合は、補助金の交付対象としない。 

(1) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けている場合 

(2) 既に対象区域内でオフィスを開設していて、移転又は増設にかかる経費の補助を受

けようとする場合 

(3) 既に浜松市内でオフィスを開設していて、移転又は増設にかかる経費の補助を受け

ようとする場合。ただし、大型オフィスの移転にかかる経費の補助を受ける場合を除く。 

(4) 市税を滞納している場合 

(5) 補助対象者の関連企業等からオフィスを賃貸する場合 

(6) その他法令規則違反があると認められる場合 

（交付の要件等） 

第７条 補助金の交付要件、補助対象となる経費（以下「対象経費」という。）、補助率及び

限度額等は、別表第１のとおりとする。 

２ 前項により算定した補助額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものと

する。 

３ 対象経費が他の制度による補助の対象となったときは、補助の対象としない。 

（交付の申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、事業開始日を含む９０日以内又は

事業開始日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、浜松市都心オフィス進出

支援事業費補助金交付申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項に定める書類には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が

特に認める場合には、この限りではない。 

(1) 企業概要書（第２号様式） 

(2) 施設概要書（第３号様式） 
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(3) 定款 

(4) 法人登記事項証明書 

(5) 直近３期分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書等） 

(6)浜松市で市税の納入義務が生じていない場合は、市町村税にかかる直近３年分の納税

証明書又は国税納税証明書。 

(7) 市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し 

(8) オフィスの位置図、平面図及びレイアウト図 

(9) 賃貸借契約書の写し 

(10) オフィスの開設日を証する書類 

(11) 従業員名簿（第４号様式）。ただし、従業員数が確認できる書類が別にある場合は、

それに代えてもよい。 

(12) 通信回線・新規雇用従業者内訳書（第５号様式）（大型オフィスのみ） 

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３  第１項の規定にかかわらず、補助対象期間内に年度をまたぐ場合は、補助期間中の毎

年４月１５日までに当該年度分の交付申請書（第１号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

４ 前項に定める書類には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が

特に認める場合には、この限りではない。 

(1) 浜松市で市税の納入義務が生じていない場合は、市町村税にかかる直近３年分の納税

証明書又は国税納税証明書。 

(2) 賃貸借契約書の写し。ただし、前年度の実績報告時から契約内容に変更がない場合は

不要。 

(3) 通信回線・新規雇用従業者内訳書（第５号様式）（大型オフィスのみ） 

（交付の決定） 

第９条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべき

であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、浜松市都心オフィス進出支援事業費補

助金交付決定通知書（第６号様式）により当該申請者に対し通知するものとする。 

２ 市長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付すことができる。 

（内容の変更） 

第１０条 前条の交付決定通知書の交付を受けた者（以下「補助事業者」という）が、補助

事業の内容を変更しようとするときは、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金事業

変更承認申請書（第７号様式）に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、これを適当であると認め

たときは、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金変更交付決定通知書（第８号様式）

により補助対象者へ通知するものとする。 

３ 市長は、前項の事業変更承認に際し、必要に応じて条件を付すことができる。 
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（事故の報告等） 

第１１条 補助事業者は、補助事業の遂行に重大な支障を与える事故が発生したときは、遅

滞なく当該事故の原因、状況及びこれに対する措置を記載した浜松市都心オフィス進出

支援事業費補助金に係る事故報告書（第９号様式）を市長に提出し、その指示を受けなけ

ればならない。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、交付決定日の属する年度の３月３１日又は補助対象期間の最終

日から３０日を経過した日のいずれか早い日までに浜松市都心オフィス進出支援事業費

補助金実績報告書（第１０号様式）を市長へ提出しなければならない。 

２ 前項に定める書類には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、市長が

特に認める場合には、この限りではない。 

(1) 補助対象経費の支払いを証する資料の写し 

(2) 賃貸借契約書の写し 

(3) 直近の決算報告書（貸借対照表、損益計算書等） 

(4) 従業員名簿（第４号様式）。ただし、従業員数が確認できる書類が別にある場合は、

それに代えてもよい。（一般オフィスのみ） 

(5) 雇用保険の事業所台帳ヘッダー２照会の写し（大型オフィスのみ） 

(6) 事業所別被保険者台帳照会の写し（大型オフィスのみ） 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助額の確定等） 

第１３条 市長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じ

て現地調査を行い、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合する

と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、浜松市都心オフィス進出支援事業費

補助金交付確定通知書（第１１号様式）により補助事業者へ通知するものとする。 

（補助金の請求等） 

第１４条 前条の交付確定を受けた補助事業者が、補助金を請求しようとするときは、浜松

市都心オフィス進出支援事業費補助金交付請求書（第１２号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 補助事業の目的を達成するため市長が特に必要があると認めるときは、交付すべき補

助金の額の１００分の８０以内において補助金の概算払をすることができる。 

３ 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、浜松市都心オフィス進出支援事業費補

助金概算払請求書（第１３号様式）に賃貸借契約書の写し又はそれに代わるもの及び支払

いが完了したことを証するものを添付し、市長へ提出しなければならない。 

第３章 浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金（取得補助） 

 （補助対象者） 

第１５条 補助対象者は、対象区域内で新たに本社機能施設を取得し、同施設の家屋及び償
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却資産（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４１条第４号に規定する償却資産の

種類が、構築物、建物付属設備又は機械及び装置に区分されるものをいう。）に係る固定

資産税の納税義務者となる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補

助金の交付対象としない。 

(1) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けている場合 

(2) 既に対象区域内でオフィスを開設していて、移転又は増設にかかる経費の補助を受

けようとする場合 

(3) 市税を滞納している場合 

(4) 補助対象者の関連企業等から売買契約により本社機能施設を取得する場合 

(５) その他法令規則違反があると認められる場合  

（交付の要件等） 

第１６条 補助金の交付要件、対象経費、補助率及び限度額等は、別表第２のとおりとする。 

２ 前項により算定した補助額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものと

する。 

３ 対象経費が他の制度による補助の対象となったときは、補助の対象としない。 

（事業計画認定申請の申請） 
第１７条 新たに補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、本社機能施設の建設工

事請負契約又は売買契約を締結する前日までに、浜松市都心オフィス進出支援事業費補

助金事業計画認定申請書（第１４号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出し

なければならない。 
(1) 法人登記事項証明書 

(2) 土地の登記事項証明書及び公図（建設の場合） 

(3) 土地の売買契約書又は賃貸借契約書の写し（建設の場合） 

(4) 建物の登記事項証明書（購入の場合） 

(5) 浜松市で市税の納入義務が生じていない場合は、市町村税にかかる直近３年分の納

税証明書又は国税納税証明書。 

(6) 事業概要書（第１５号様式） 

(7) 市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者指定通知書の写し 

(8) 直近３期分の決算報告書（貸借対照表、損益計算書等） 

(9) 工事の工程表（建設の場合） 

(10) 現況写真 

(11) 建物の平面図、立面図（規模・用途構成が判断できるもの） 

(12) 建物及び償却資産の取得にかかる金額が確認できる書類 

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（事業計画の認定） 
第１８条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは当
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該事業計画の認定を、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金事業計画認定通知書（第

１６号様式）により、当該申請者に対し通知するものとする。 
（認定事業計画の変更の申請） 
第１９条 前条の規定による認定通知書の交付を受けた者（以下「認定事業者」という）は、

当該事業計画を変更しようとするとき（市長が別に定める場合に該当するときに限る。）

は、認定事業計画変更承認申請書（第１７号様式）を市長に提出しなければならない。 
（認定事業計画の変更の承認） 
第２０条 市長は、前条の規定による認定事業計画変更承認申請書の提出があったときは、

当該変更に係る書類等を審査し、これを承認したときは、浜松市都心オフィス進出支援事

業費補助金認定事業計画変更承認通知書（第１８号様式）により、速やかに認定事業者に

通知するものとする。 
２ 市長は、前項の認定事業計画変更承認に際し、必要に応じて条件を付すことができる。 
（工事開始の届出） 
第２１条 認定事業者は、建設により本社機能施設を取得する場合は、当該施設の建設工事

着工後、速やかに浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金工事着工届（第１９号様式）

に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 
(1) 建設工事請負契約書 

(2) 建築基準法第６条第１項の規定に基づく建築確認済証 
（交付対象事業の中止の届出） 
第２２条 認定事業者は、当該事業計画を中止した場合は、遅滞なく、浜松市都心オフィス

進出支援事業費補助金事業計画中止届（第２０号様式）を市長に提出しなければならない。 
（認定事業計画の取り消し等） 

第２３条 市長は、認定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、

浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金認定事業計画取消通知書（第２１号様式）に

より、その認定を取り消すことができる。 

(1) 建設により本社機能施設を取得する場合は建設工事契約締結の日から起算して、５

年以内に本社機能施設の取得がなされなったとき 

(2) 認定事業計画について、第１６条に規定する要件を満たさないことが明らかとなっ 

 たとき 

(3) 対象工事期間中に市税、使用料その他公課を滞納したとき 

(4) 対象工事に際し、重大な法令違反等があったとき 

(5) その他市長が交付対象事業として不適当であると認めたとき 

（完了届） 

第２４条 認定事業者は、本社機能施設の取得完了後、速やかに浜松市都心オフィス進出支

援事業費補助金完了届（第２２号様式）を市長に提出しなければならない。 

（予算措置の依頼） 
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第２５条 前条の届出を提出した認定事業者は、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助

金予算措置依頼書（第２３号様式）に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に予算措置に

ついて依頼しなければならない。 
(1) 本社機能施設の取得にかかる経費の支払いを証する書類 

(2) 建築基準法第７条第５項の規定に基づく検査済証の写し（建設の場合） 

(3) 本社機能施設の登記事項証明書 

(4) 本社機能施設の家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税初年度における課税標準

額を明らかにする書類 

(5) 事業所別被保険者台帳照会の写し 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
２ 前項に掲げる書類の提出時期は、原則として本社機能施設の取得が完了した翌年の４

月１日から６月末日までとする。 
（交付の申請） 
第２６条 前条の依頼書を提出した認定事業者は、補助金の交付申請をしようとするとき

は、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書（第２４号様式）

に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 
(1) 法人登記事項証明書（法人の場合） 

(2) 本社機能施設（建物）の登記事項証明書 

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
（交付の決定兼確定） 
第２７条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべ

きであると認めたときは、補助金交付の決定兼確定をし、当該申請者に対し浜松市都心オ

フィス進出支援事業費補助金交付決定兼確定通知書（第２５号様式）により通知するもの

とする。 
２ 市長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付すことができる。 
（補助金の請求） 
第２８条 前条の交付決定兼確定を受けた者（以下「補助事業者」という）が、補助金を請

求しようとするときは、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金交付請求書（第２６号

様式）を市長に提出しなければならない。 
２ 前項に掲げる書類の提出時期は、原則として前条の交付決定兼確定日の属する年度の

３月末日までとする。 

 第４章 雑則 

 （事業の廃止等） 

第２９条 補助事業者は、事業開始日から起算して５年以内にオフィス又は本社機能施設

を休止又は廃止する場合及び事業内容の変更により補助要件を満たさなくなった場合は、

速やかに浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金事業廃止等届（第２７号様式）を市長
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に提出しなければならない。 

（決定の取消し） 

第３０条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金

の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

(1) 虚偽その他不正行為により補助金の交付決定又は交付確定を受けたとき 

(2) 事業内容の変更により補助要件を満たさなくなったとき 

 (3) 事業開始日から５年を経過する日までに、事業所を休止又は廃止したとき 

(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令もしくはこの要綱又は

これらに基づく市長の処分に違反したとき 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても

適用があるものとする。 

３ 市長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、浜松市都心オフィス進出支援事業

費補助金交付決定取消通知書（第２８号様式）により補助事業者へ通知するものとす

る。 

（補助金の返還） 

第３１条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消

しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定

めて補助金の全部又は一部を返還させるものとする。 

２ 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金

が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還をさせるものとす

る。 

３ 市長は、前２項の規定による補助金の返還をさせるときは、浜松市都心オフィス進出

支援事業費補助金返還命令書（第２９号様式）により補助事業者へ補助金の返還を請求

するものとする。 

 （加算金及び遅延損害金） 

第３２条 補助事業者は、第２９条第１項の規定により補助金の交付の決定の取消しを 

受け、補助金の返還の請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったとき

は、規則第１８条の２の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を市に納付しなければなら

ない。 

２ 市長は、補助事業者が補助金の返還の請求を受け、当該補助金、加算金又は遅延損害金

の全部又は一部を納付しない場合において、規則第１８条の３の規定に基づき、その者に

対して、他の交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、

又は当該補助金と未納額とを相殺をすることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、災害等止むを得ない事由がある場合は、この限りではない。 

（補助事業の経理等） 

第３３条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及びすべての証拠書類を備え、
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他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければな

らない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後

５年間、市長の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければな

らない。 

（財産の管理等） 

第３４条 補助事業者は、補助事業により取得したものについては、善良な管理者の注意を

もって管理し、補助金の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

（取得財産の処分の制限） 
第３５条 補助事業者は、補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合を除き、補助事

業により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、廃棄し、又は取り壊して

はならない。 
２ 財産処分を制限する期間（以下「財産処分制限期間」という。）は、当該財産の取得日

を起算日として当該財産に係る減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大

蔵省令第１５号）別表第１から別表第６までに定める耐用年数等に相当する期間とする。 
３ 財産処分制限期間内に財産を処分する必要が生じた場合は、浜松市都心オフィス進出

支援事業費補助金財産処分承認申請書（第３０号様式）により市長に申請しなければなら

ない。 

その場合、原則として当該資産に対し交付された補助金の全部又は一部を返還しなけ

ればならない。 

４ 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、承認すべきであると認

めたときは、当該申請者に対し、浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金財産処分承認

通知書（第３１号様式）により通知するものとする。 

５ 前項の承認を受けた補助事業者が当該承認にかかる財産を処分したときは、その内容

について浜松市都心オフィス進出支援事業費補助金財産処分報告書（第３２号様式）によ

り市長に報告するものとする。 

（調査等） 

第３６条 市長は、必要があるときは、補助事業者に対し補助事業に関して必要な指示をし、

報告を求め、又は調査をすることができる。 

（地位の承継） 

第３７条 譲渡、合併その他の理由により補助事業者又は認定事業者の事業を承継した企

業は、当該事業が継続される場合に限り、市長の承認を得て、この要綱に規定する権利義

務を承継することができる。 

２ 前項に掲げる市長の承認を受けようとする企業は、浜松市都心オフィス進出支援事業

費補助金事業承継承認申出書（第３３号様式）に、承継の事実を証する書類その他参考資
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料を添えて市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、補助事業にかかる地位の承継を承認したときは、浜松市都心オフィス進出支援

事業費補助金事業承継承認通知書（第３４号様式）により地位を承継した新たな補助事業

者又は認定事業者へ通知するものとする。 

（関係部署との連携） 

第３７条 市長は、補助金の交付を適正に行うために、必要な事項について関係部署に情報

の提供及び協力を求めることができる。 

（細目） 

第３８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度から令和８年度までの補助金に

適用する。 

  附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度から令和８年度までの補助金に

適用する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度の補助金に適用する。
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別図（第５条関係）  
浜松市中心市街地活性化基本計画で定めた区域 
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別表第１（第７条関係） 

区

分 
補助要件 対象経費 補助率及び補助限度額 補助対象期間 

一
般
オ
フ
ィ
ス 

(1) 対象区域内でオフィスを新たに賃借し、一般オフィスを開設すること。移転の  

場合は、浜松市外からの移転であること。 

(2) 浜松市でのオフィス開設前に原則 3 年以上の事業実績を有すること。 

(3) 常時雇用者を 1 人以上雇用し、うち浜松市に住民票を持つ正社員を 1 人以上有し

ていること。 

(4) 従業員の個人住民税の納付について、特別徴収義務者の指定を受けること。 

(5) 事業開始日から継続して 5 年以上、対象区域内で事業を行うこと。 

(6) レンタルオフィスの場合は、以下の条件を満たすものであること。ただし、コワ

ーキングスペースは対象としない。 

 ・利用形態が月極であること。時間貸しは除く。 

・法人登記が可能な個室であること。 

・事務処理業務に必要な設備（机、椅子等）について、1 人分以上有していること。 

建物賃借料 

（敷金、権利金そ

の他これに類す

る経費並びに消

費税及び地方消

費税を除く。） 

1／2 以内 

（上限月額 10 万円）※ 

事業開始日の属す

る月から起算して

36 か月間 

大
型
オ
フ
ィ
ス 

 

(1) 対象区域内でオフィスを新たに賃借し、大型オフィスを開設すること。移転の  

場合は、対象区域外からの移転であること。 

(2) 対象区域内でのオフィス開設前に原則 5 年以上の事業実績を有すること。 

(3) 常時雇用者を 50 人以上雇用し、うち浜松市に住民票のある者を２５人以上有して

いる、又は床面積が 400 平方メートル以上（共用部分を除く）であること。 

(4) 従業員の個人住民税の納付について、特別徴収義務者の指定を受けること。 

(5) 事業開始日から継続して 5 年以上、対象区域内で事業を行うこと。 

建物賃借料 

…(A) 

1／2 以内 

（上限月額 100 万円）※ 

事業開始日の属す

る月から起算して

36 か月間 

通信回線使用料 

…(B) 

1／2 以内 

（上限月額 50 万円）※ 
同上 

新規雇用従業員

にかかった経費 

…(C) 

1 人あたり 50 万円。 

（ただし、事業開始日から 3

年以内に常時雇用者を 50 人

以上雇用し、うち浜松市に住

民票のある者を 25 人以上有

している場合） 

１人につき 

１回限り 

ただし、(A)(B)(C)の合計額の上限は１億円とする。 

※建物賃借料及び通信回線使用料については、各月ごとに対象事業費に対しての補助額の計算をするものとする。
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（別表第２（第１５条関係） 
補助要件 対象経費 補助率及び補助限度額 

 

(1) 本社機能施設の取得にかかる経費が 5 億円以上であること。 

(2) 対象区域内でのオフィス開設前に原則5年以上の事業実績を有するこ

と。 

(3) 常時雇用者を 50 人以上雇用し、うち浜松市に住民票のある者を２５

人以上有していること。 

(4) 従業員の個人住民税の納付について、特別徴収義務者の指定を受ける

こと。 

(5)建設により取得する場合は、完成した本社機能施設が、第三者機関より

「ZEB」、Nearly ZEB、ZEB Ready のいずれかの評価を受けていること。 

(6) 事業開始日から継続して 5 年以上、対象区域内で事業を行うこと。 

 

オフィス部分の床面積に応じた家屋及び償却

資産に掛かる固定資産税課税標準額とし、そ

の算定方法は次に定めるとおりとする。 

 

 ｄ＝ａ×ｂ／ｃ 

上記の式における記号は、それぞれ次の数値

を表すものとする。 

ａ 本社機能施設の家屋及び償却資産の固定

資産税最初に賦課される年度の家屋に係る固

定資産税課税標準額 

ｂ 本社機能施設のオフィス部分の床面  

  積 

ｃ 本社機能施設の延床面積 

ｄ 補助対象経費となる固定資産税課税標 

準額 

…(A) 

1／5 以内 

新規雇用従業員にかかった経費 

…(B) 
1 人あたり 50 万円。 

(A)(B)の合計額の上限は１億円とする。 

ただし、静岡県外から対象区域内への移転の場合は、2 億円を上限、東京

23 区から対象区域内への移転の場合は、3 億円を上限とする。 


